
325.　3.　1

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。

　

申
し
込
み
は
市
販
の
履
歴
書

（
写
真
添
付
）
に
希
望
職
種
、
電

話
番
号（
自
宅
お
よ
び
携
帯
電
話
）、

経
歴
な
ど
を
記
入
の
上
、
必
ず
本

人
が
学
務
課
（
市
役
所
６
階
）
へ

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　

※
採
用
は
、
欠
員
が
出
た
職
種

に
つ
い
て
登
録
者
の
中
か
ら
書
類

選
考
し
、
条
件
が
合
え
ば
面
接
を

実
施
し
て
採
用
し
ま
す
。
な
お
、

登
録
制
の
た
め
、
履
歴
書
は
返
却

し
ま
せ
ん
。

　

※
職
種
に
よ
っ
て
は
関
連
部
署

へ
登
録
者
を
紹
介
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
同
課
保
健
給
食
係
☎

４
７
０
・
７
７
７
９
へ
。

臆

俺

牡

卸
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乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙

乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙

後
１
時
～
４
時

　
【
会
場
】
市
消
費
者
セ
ン
タ
ー

（
市
役
所
２
階
生
活
文
化
課
内
）

　
【
対
象
】契
約
当
事
者
が　

歳
以

２９

下
の
相
談

　
【
実
施
形
態
】
電
話
相
談
・
来
所

相
談
（
予
約
不
要
）

　

※
通
常
の
消
費
者
相
談
も
行
っ

て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
市
消
費
者
セ
ン
タ
ー

☎
４
７
３
・
４
５
０
５
へ
。

　

キ
ャ
ッ
チ
セ
ー
ル
ス
や
架
空
請

求
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
関
連
し

た
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
、
若
者
の
消
費

者
被
害
が
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。
市

消
費
者
セ
ン
タ
ー
で
は
次
の
２
日

間
、「
若
者
の
ト
ラ
ブ
ル
１
１
０

番
」
を
実
施
し
ま
す
。
契
約
上
の

ト
ラ
ブ
ル
な
ど
で
困
っ
た
と
き
は
、

す
ぐ
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
【
日
時
】
３
月　

日
（
水
）・　

１３

１４

日
（
木
）
午
前　

時
～
正
午
、
午

１０

配
膳
員
、
給
食
事
務
、
栄
養
士

　
【
勤
務
日
】原
則
と
し
て
勤
務
校

の
給
食
実
施
日

　
【
そ
の
他
】６
カ
月
ご
と
に
雇
用

更
新
。
有
給
休
暇
は
６
カ
月
後
に

取
得
可
。
交
通
費
は
別
途
支
給
。

栄
養
士
は
要
栄
養
士
免
許
。
中
学

校
栄
養
士
は
さ
ら
に
要
普
通
自
動

車
免
許
。
調
理
補
助
お
よ
び
配
膳

員
は
体
力
に
自
信
の
あ
る
方　

　

※
勤
務
時
間
や
勤
務
条
件
な
ど

　

申
し
込
み
は
３
月　

日
（
月
）

１１

ま
で
に
（
必
着
）、
履
歴
書
（
市
販

の
も
の
で
可
、
写
真
添
付
）
と
保

育
士
登
録
証
の
写
し
を
〒
２
０
３

儿
８
５
５
５
、
市
役
所
保
育
課
宛

て
に
簡
易
書
留
で
郵
送
、
ま
た
は

直
接
同
課
（
市
役
所
２
階
）
へ
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。

　

※
採
用
は
書
類
選
考
後
、
面
接

（
３
月　

日
〈
木
〉
ま
た
は　

日

１４

１５

〈
金
〉）
の
上
、
決
定
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
保
育
課
保
育
係
☎
４

７
０
・
７
７
４
５
へ
。

市
立
小
・
中
学
校
給
食 

臨
時
職
員
の
名
簿
登
録
者

　
　

年
度
学
校
給
食
臨
時
職
員
の

２５
名
簿
登
録
者
を
募
集
し
ま
す
。　
２４

年
度
に
登
録
し
て
い
る
方
で　

年
２５

度
も
引
き
続
き
登
録
す
る
場
合
で

あ
っ
て
も
、
再
度
登
録
し
て
く
だ

さ
い
。

　
【
登
録
職
種
】①
小
学
校
＝
調
理

補
助
（
代
替
・
補
助
）、
配
膳
員
、

給
食
事
務
、
栄
養
士
②
中
学
校
＝

保
育
士
（
嘱
託
員
）

　
【
募
集
人
数
】
若
干
名

　
【
応
募
資
格
】保
育
士
資
格
を
有

す
る
方
（　

年
３
月　

日
ま
で
に

２５

３１

資
格
取
得
見
込
み
も
可
）

　
【
雇
用
期
間
】４
月
１
日
～　

年
２６

３
月　

日
３１

　
【
勤
務
時
間
な
ど
】月　

日
勤
務
。

１６

午
前
７
時
～
午
後
７
時　

分
の
間

１５

の
７
時
間　

分（
休
憩
時
間
除
く
）。

４５

当
番
制
で
土
曜
日
勤
務
あ
り

　
【
報
酬
】月
額　

万
１
９
０
０
円

２１

（
交
通
費
相
当
額
は
別
途
支
給
）

　
【
保
険
な
ど
】
健
康
保
険
、
厚
生

年
金
、
雇
用
保
険
加
入

　
【
勤
務
場
所
】
市
立
保
育
園

有
効
期
限
に
ご
注
意
を

　

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
は

　

年　

月
１
日
に
一
斉
更
新
さ
れ

２５

１０

る
た
め
、
有
効
期
限
は
９
月　

日
３０

に
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
高
齢
受
給
者
証
の
一
部

負
担
金
の
割
合
は
、
毎
年
８
月
に

前
年
中
の
所
得
に
よ
り
見
直
さ
れ

ま
す
。
こ
の
判
定
で
一
部
負
担
金

割
合
が
変
更
と
な
る
方
に
つ
い
て

は
、
再
度
変
更
し
た
被
保
険
者
証

を
送
付
す
る
予
定
で
す
。

　

詳
し
く
は
保
険
年
金
課
国
保
年

金
資
格
係
☎
４
７
０
・
７
７
３
２

へ
。

負
担
に
据
え
置
か
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

　

そ
れ
に
伴
い
、
３
月　

日
で
有

３１

効
期
限
を
迎
え
る
方
に
、
新
し
い

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
兼
高

齢
受
給
者
証
を
３
月
下
旬
に
簡
易

書
留
郵
便
で
郵
送
し
ま
す
。

　

医
療
制
度
改
革
に
よ
り
、
保
険

医
療
機
関
な
ど
で
の
窓
口
負
担
が
、

　

年
４
月
か
ら
２
割
負
担
に
引
き

２０上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

し
た
が
、
昨
年
度
に
引
き
続
き
、

こ
の
見
直
し
が
凍
結
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
た
め
、　

年
４
月
～　

年
３

２５

２６

月
の
１
年
間
に
つ
い
て
も
、
１
割

◎自死遺族のための電話相談
　３月９日（土）～１２日（火）午前１０時～午後１０時
　☎０３・３７９６・５４５３（グリーフケア・サポートプラザ）
　３月１３日（水）～１５日（金）午前１０時～午後１０時
　☎０３・５９８８・７７７８（全国自死遺族総合支援センター）
◎多重債務１１０番
　３月４日（月）・５日（火）午前９時～午後５時
　☎０３・３２３５・２４００（東京都消費生活総合センター）

相談会を実施します

◎「東京都こころといのちの総合相談会」
　新宿・立川・上野の各会場で、いずれも月曜日の午後
１時～５時（受け付けは４時まで）に開催します。
　陰３月１１日（月）新宿スバルビル会議室
　　（JR「新宿駅」西口直結）
　隠３月１８日（月）アレアホール
　　（JR「立川駅」南口直結／「アレアレア２」６階）
　韻３月２５日（月）スター会議室　上野ANNEX
　　（東京メトロ日比谷線・銀座線「上野駅」３番出口徒
歩１分）

３月は「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京キキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー自殺防止！東京キャンペーンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」月間です
　都では３月と９月を自殺対策強化月間として、
「自殺防止！東京キャンペーン」を実施しています。
この機会に心の重荷を誰かに話してみませんか。
　詳しくは都福祉保健局保健政策課自殺総合対策
担当☎０３・５３２０・４３１０へ。

　東久留米市では、年間２０～３０人の方が自
殺で大切な命を亡くしています。
　こころの不調サインや相談窓口などを掲
載したリーフレットを作成し、配布してい

ます。市ホームペー
ジからも取得するこ
とができます。
　ぜひご活用くださ
い。
　詳しくは健康課☎
４７７・００２２へ。

　２５年第１回市議会定例会が３月
１日（金）～２６日（火）の日程で
開催の予定です。市長の施政方針
演説が１日、施政方針に対する総
括代表質問が５日、一般質問が６
日～１１日、常任委員会が１３日・１４
日、予算特別委員会が１５日～２２日
の予定です（いずれも土曜・日曜
日、祝日は休会）。
　詳しくは議会事務局☎４７０・
７７８９へ。

第１回市議会定例会
を開催します

消
費
生
活
に
関
す
る

「
若
者
の
ト
ラ
ブ
ル
１
１
０
番
」

高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
の
一
部
が

改
正
さ
れ
ま
す

国
民
健
康
保
険

　

歳
～　

歳
で
一
部
負
担
金
の
割
合
が
「
１
割
」
の
方
へ
、
新
し

７０

７４

い
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
兼
高
齢
受
給
者
証
を
送
付
し
ま
す

退
職
し
た
と
き
は
国
民

年
金
の
手
続
き
を

　

日
本
国
内
に
居
住
し
て
い
る

　

歳
以
上　

歳
未
満
の
方
は
、

２０

６０

厚
生
年
金
保
険
や
共
済
組
合
な

ど
に
加
入
し
て
い
る
場
合
を
除

き
、
ご
自
身
で
国
民
年
金
に
加

入
し
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納

付
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

会
社
な
ど
を
退
職
し
、
厚
生

年
金
保
険
や
共
済
組
合
に
加
入

し
な
く
な
っ
た

方
は
、
資
格
喪

失
証
明
書
な
ど

の
退
職
日
が
確

認
で
き
る
書
類

と
認
め
印
を
持

参
し
、
市
保
険
年
金
課
（
市
役

所
１
階
）
で
国
民
年
金
第
１
号

へ
の
加
入
の
届
け
出
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。
ま
た
、
退
職
を
し

た
方
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
配
偶

者
（
被
扶
養
配
偶
者
）
は
、
国

民
年
金
第
３
号
か
ら
第
１
号
へ

の
種
別
変
更
手
続
き
が
必
要
で

す
。

　

退
職
日
の
翌
日
に
再
就
職
し
、

厚
生
年
金
保
険
や
共
済
組
合
に

加
入
す
る
方
は
、
市
へ
の
届
け

出
は
不
要
で
す
。
退
職
の
翌
日

か
ら
、
厚
生
年
金
保
険
や
共
済

組
合
に
加
入
し
て
い
る
方
の
被

扶
養
配
偶
者
と
な
る
場
合
は
、

配
偶
者
の
勤
務
先
を
通
じ
て
国

民
年
金
第
３
号
被
保
険
者
と
な

る
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

保
険
料
の
納
付
が 

困

難

な

方

へ

　

国
民
年
金
第
１
号
へ
の
加
入

後
、
経
済
的
な
理
由
な
ど
で
国

民
年
金
保
険
料
を
納
付
す
る
こ

と
が
困
難
な
場
合
に
は
、
免
除

制
度
（
全
額
免
除
、
一
部
免
除
）、

若
年
者
納
付
猶
予
制
度
が
あ
り

ま
す
。
退
職
後
学
生
に
な
る
場

合
は
学
生
納
付
特
例
制
度
が
あ

り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
武
蔵
野
年
金
事
務

所
☎
０
４
２
２
・　

・
１
４
１

５６

１
ま
た
は
市
保
険
年
金
課
☎
４

７
０
・
７
７
３
２
へ
。

東久留米市自殺予防
普及啓発リーフレット

を作成しました

「あなたの大切な人「あなたの大切な人のの
いのちを守るためにいのちを守るために」」

「
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等

に
関
す
る
法
律
」（
高
年
齢
者
雇
用

安
定
法
）
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、

今
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま

す
。主

な
改
正
内
容

　
　

歳
未
満
の
定
年
を
定
め
て
い

６５
る
事
業
主
が
、
高
年
齢
者
雇
用
確

保
措
置
と
し
て
継
続
雇
用
制
度
を

導
入
す
る
場
合
、
現
行
の
法
律
で

は
継
続
雇
用
の
対
象
者
を
限
定
す

る
基
準
を
労
使
協
定
で
定
め
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
今
回
の
改
正
で

は
、
こ
の
仕
組
み
が
廃
止
さ
れ
、

今
年
４
月
１
日
か
ら
は
原
則
、
希

望
者
全
員
を
継
続
雇
用
制
度
の
対

象
と
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま

す
。

障
害
者
の
法
定
雇
用
率
が

引
き
上
げ
に
な
り
ま
す

　

全
て
の
事
業
主
は
、
法
定
雇
用

率
以
上
の
割
合
で
障
害
者
を
雇
用

す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
（
障
害
者

雇
用
率
制
度
）。こ
の
法
定
雇
用
率

が
今
年
４
月
１
日
か
ら
次
の
よ
う

に
引
き
上
げ
に
な
り
ま
す
。
事
業

主
の
皆
さ
ん
は
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

▼
民
間
企
業
＝
１
・
８
％
か
ら

２
・
０
％
へ
引
き
上
げ
▼
国
、
地

方
公
共
団
体
な
ど
＝
２
・
１
％
か

ら
２
・
３
％
へ
引
き
上
げ
▼
都
道

府
県
な
ど
の
教
育
委
員
会
＝
２
・

０
％
か
ら
２
・
２
％
へ
引
き
上
げ

　

詳
し
く
は
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
三

鷹
・
雇
用
指
導
官
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特別相談を実施します

◎東京都自殺相談ダイヤル
　～こころといのちのほっとライン～
　３月１１日（月）～１５日（金）（５日間とも２４時間）
　☎０５７０・０８７４７８
◎自殺予防いのちの電話
　３月１０日（日）午前８時～翌朝８時（２４時間）
　☎０１２０・７３８・５５６（毎月１０日、フリーダイヤル）
◎５４時間特別相談
　３月９日（土）午前０時～１１日（月）午前６時
　☎０１２０・５８・９０９０（東京自殺防止センター）


